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医師国家試験＊1

堀 原　一＊2

はじめに

　医師国家試験は医師法（昭和23年法律第201号）

第10条の規定によって施行される．

　医師国家試験について，「医学教育白書1986年

版」1）が1982（昭和57）年から1986（昭和61）年

までの白書を発表してから，この1990（平成2）

年版までの間の変化は大きい．この間，文部省科

学研究費補助金特定研究「21世紀へ向けての医学

と医療」（代表研究者　森　亘）の第9班医師養

成（班長阿部正和）では，医師国家試験を研究

テーマの一つに取上げ，その報告書を発表してい
る2）．

　なお，医師国家試験（以下，見出し以外は国試

と略称する）に関する厚生省の主な資料について

は資料編に収録されているので，ここでは重複を

避けてその他のものを引用するにとどめる．

1．1989（平成元）年第83回医師国家試験から

　の改正

　国試は回を重ねるごとに試験問題が改善されて

来ており，1986（昭和61）年までの国試制度など

試験問題以外の改正については，「医学教育白書

1986年版」1）に紹介したとおりである．

　1985（昭和60）年の第79回から1988（昭和63）

年の第82回国試までをわが国の医師国家試験制度

第5期とすれぽ，1989（平成元）年の第83回国試

から第6期に入ったということができる．それを
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　本医学教育学会医師国家試験検討委員会委員長

表1に示す．

　第6期がそれまでと際立って異なっている点

は，「医師国家試験出題基準（昭和64年版）」3）に

みることができる．

　その要点は次のようである．

　1）医学・医療総論として，医学総論には臨床

的事項を理解するに必要な正常構造（解剖）と機

能（生理，生化など）のほか，臨床各科に共通す

る総論として診察法（physical　examination）など

を出題することとし，医療総論には医師として身

につけるべき社会的問題，例えば地域保健・医

療，医療経済や医の倫理に関する問題などを出題

することとしたこと．

　2）内科，外科，小児科の各論を統合し，医学

各論としたこと．小児科には高齢者の内科，外科

に特異性があるのと同様，小児の特異性を重視す

ることはもちろんである．

　3）従来からの選定7科目の各論に関しては2

科目を選定して出題することとし，試験問題数は

従来のおよそ半分となったが，その他の5科目の

各論の内容で必須科目に関係するもののうち重要

で基本的な事項は，必須科目の一般問題および臨

床実地問題のなかに適宜出題できるとしたこと．

　4）したがって，一般問題および臨床実地問題

とも，科目ごとの出題はせず，A問題（100問）

とB問題（100問）は一般問題，C問題（20問），

D問題（50問）とE問題（50問）は臨床実地問題

としたこと．したがって一般問題は200問となり，

臨床実地問題は120問と増えた．

　5）問題i数合計は320問であるが，A問題は第

1日の午前9時30分から11時50分までの2時間20

分，B問題は同12時40分から午後3時までの2時

間20分，C問題は同午後3時30分から4時50分ま

での1時間20分，D問題は第2日の午前9時30分
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から12時までの2時間30分，E問題は同午後1時

20分から3時50分までの2時間30分の，合計2日

間で11時間となった．

　これは，一般問題については1問題当たり平均

80秒程度，臨床実地問題については1問題当たり

平均180～240秒程度の解答時間となっている．

　あとは従来と特に変わったものではないが，重

要な事項として次のことがある．

　6）試験問題は臨床上必要な医学または公衆衛

生に関し，医師として具有すべき知識技能につ

いて広く一般的実力を試し得るものとする．

　なお，出身校や教科書によって解答に差を来す

ような問題は避けること．

　7）プール問題からの出題数は，全出題数（選

定科目は除く）の概ね10％とする．

　8）試験問題は客観式五肢択一形式とし，1問

題ごとの要解答数は1個とすること，選択肢の形

式は4種類の何れかとすることは，従来と同じと

した．

　9）試験期日は従来と同じく4月第1土曜日と

日曜日の2日間とし，合格発表は5月中旬とし
た．

2．医師国家試験出題基準（昭和64年版）

　の主旨について

　厚生省は国試改善のために医師国家試験出題基

準（ガイドライン）を4年ごとに改定して来たが，

昭和64年版を第6期に合わせて大幅な改定とすべ

く，昭和62年10月から準備調整に入り，中間案を

昭和63年2月に全国大学医学部に送って意見を徴

し，慎重にことを運んで昭和63年6月に改定版を

発表した．

　これに先立ち，医療関係者審議会医師部会（部

会長　前川　正）はコメントを発表し，大筋で賛

意を表したが，昭和64年（実際には平成元年）春

の国試においては，卒前医学教育の現状を踏ま

え，受験生に混乱を起こさないよう，それ以後漸

次改善の実をあげながら，関係機関の意見を十分

求めた上で，昭和68年（実際には平成5年）のガ

イドライン改定を目指すこととした．

　本ガイドラインの序文で厚生省仲村英一健康政

策局長（当時）は，次のように書いている．

　わが国の医師国家試験は，昭和21年に第1回が

実施され，以来数次にわたる改善を経て現在にい

たっている．

　昭和57年11月に発足した医師国家試験制度改善

委員会においては医師国家試験制度のあり方が幅

広く検討されたが，その検討結果に基づき，昭和

60年の医師国家試験から提言の一部が実施され

た．医師国家試験において，重要な位置を占める

医師国家試験出題基準（ガイドライン）について

も，改善の一環として改定が行われ，その際概ね

4年ごとに改定を図っていくことが確認された．

　今回の昭和64年版では，前回の制度改善委員会

の提言の趣旨を徹底することを目的とし，更にこ

れまでに各方面からの種々の提言や意見を参考に

して，改定が行われた．

　改定にあたっては，医師国家試験は医師として

医療に第一歩を踏み出しその任務を果たすのに必

要な基本的知識・技能を評価するものであるとい

う観点に立ち，委員の間で改定方針・形式の統一

をはかりながら作業が進められた．内容的には，

最近の医学の進歩を取り入れ，プライマリ・ケア

に関する事項を重視し，高齢化社会の到来などの

医療を取り巻く社会環境の変化に医師が対応でき

るように配慮して作成された．構成としては，基

本的臨床知識・技能をより重視し，社会的問題に

も配慮した内容とするため各科の総論部分を統合

した医学・医療総論を導入するとともに，次回昭

和68年（実際には平成5年）版の改定の際に各科

目間の枠の撤廃を予定しつつ，今回，内科，外

科，小児科の各論が統合された．

　もとより，医師国家試験出題基準は，国家試験

委員が問題作成にあたって準拠すべき基準を示

し，医師国家試験問題の範囲とレベルをそれぞれ

妥当なものにしようとするものであって，各科の

教育内容のすべてを網羅したものではなく，また

いかなる意味においても卒前教育の内容や現実の

診療内容を拘束するものではないが，医師が医療

に第一歩を踏み出すにあたって必要な事項を概ね

示すように努力を払ったつもりである．

　今回の改定を，引き続く昭和68年（実際には平

成5年）の改定につながるものとして評価してい

ただけるなら幸いである．

　今回の改定は，医師国家試験出題基準検討委員

会の諸先生の大変な御尽力と，医育機関アンケー
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トにおける93．7％という高回答率に示される，各

医育機関の積極的な御協力があって初めて可能と

なったものである．関係の皆様に真摯なる謝意を

表する次第である．

　この昭和64年版ガイドラインは医学・医療総論

についても，また医学各論に小児科を内科と外科

と一しょに統合したことについても，小児科側か

ら多少の反対などもあったが，昭和64年（実際は

平成元年）の第83回国試から実施されるところと

なり，結果は良好であったといってよい．

3。具体的な現行の医師国家試験出題基準に

　ついて

　昭和63年4月の医師国家試験出題基準検討委員

会（委員長　高久史麿）の報告書は「はじめに」

として，次のように書いている．

　社会構造や国民生活の変化と医学の進歩にとも

ない，国民の医療に対する期待の内容も変化して

いる．このような時代の要請に応え，医師の養成

に寄与するため，医師国家試験は常に改善を図っ

ていく必要がある．

　こうした視点から，昭和58年5月に医師国家試

験の改善方策が医師国家試験制度改善委員会によ

って取りまとめられ，昭和60年の医師国家試験か

らその一部が実施された．

　今回の改善では，前回の改善の提言の趣旨を徹

底することを目的とし，更にこれまでに受けた各

方面からの種々の提言や意見を参考にして，医師

国家試験出題基準（ガイドライン）の改定を行っ

た．

　当委員会は，医療関係者審議会医師部会の諮問

を受け，昭和62年10月に第1回の調整委員会を開

催し，各科別に検討委員会を設けて，以来，69人

の検討委員により延べ40回にわたる検討を行って

きたが，今回，成案を得たので報告する．改定作

業にあたっては，医師国家試験は医師として医療

に第一歩を踏み出しその任務を果たすのに必要な

基本的知識・技能を評価するものであるという観

点に立ち，具体的には委員の間で改定方針，形式

の統一を図るために，新たに作成した医師国家試

験出題基準改定マニュアルに基づき作業を進めて

きた．内容的には，最近の医学の進歩を取り入

れ，プライマリ・ケアに関する事項を重視し，高

齢化社会の到来などの医療を取り巻く社会環境の

変化に医師が対応できるように配慮して，次の諸

点を中心にガイドラインの改定案を策定した．

　この新ガイドラインに基づく医師国家試験は昭

和64年から実施するのが適当であると思われる．

なお，本案は原案の段階でアンケートにより医育

機関からの意見を聴取した上で決定したものであ

る．

　昭和64年版ガイドラインの具体的な内容は，同

委員会によれぽ次のようである．

　1）医師国家試験は，医師法の「臨床上必要な

医学及び公衆衛生に関して，医師として具有すべ

き知識及び技能について，これを行う」との規定

に基づき実施されている．同じく医師法に，「医

師は免許を受けた後も2年以上臨床研修を行うよ

う務めるものとする」とされていることから，こ

こでいう「医師として具有すべき知識及び技能」

とは，「医療に第一歩を踏み出し，その任務を果

たすのに必要な基本的知識及び技能」であると考

えられる．

　2）このような，医師国家試験の趣旨に照ら

し，試験は「妥当な範囲」と「適切なレベル」を

保つことが要請されている．医師国家試験出題基

準は，医師国家試験委員が適切な問題を作成する

ために準拠する基準を項目として整理したもので

ある．ここでいう「準拠する基準」とは，毎回の

出題が大筋においてこの基準に照らして出題され

ることを意味している．

　3）医師国家試験出題基準は，医師国家試験科

目の内科，外科，産婦人科，小児科，公衆衛生，

精神科，皮膚科，放射線科，整形外科，耳鼻咽喉

科，泌尿器科及び眼科の12科目を医学・医療総論

と各科の各論に分け，それぞれに大・中・小項目

を設けているが，各科が現実に行っている教育・

診療内容のすべてを網羅しているものではない．

あくまでも医師国家試験問題作成のためのもので

ある．

　4）医師国家試験出題基準は，時代の変化に対

応するため，ほぼ4年ごとに見直しを行っている

が，今回は昭和60年の医師国家試験制度改善委員

会の提言の趣旨を徹底し，更にこれまで受けた各

方面からの種々の意見を参考にして改定を行うこ

ととした．今回の改定にあたっては，次の5点に
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留意した．（1）基本的臨床知識・技能をより重視

し，社会的問題にも配慮した内容とするため各科

目の総論部分を統合した医学・医療総論を導入し

た．（2）昭和68年（実際には平成5年）の次回改

定の際に各科目間の枠の撤廃を行うことができる

ように，今回は内科，外科，小児科の各論を統合

した．（3）科目間の調整を十分に行い．特に中項

目，小項目の内容について統一を図った．（4）選

定科目の出題範囲としてガイドラインに示された

事項のうち，必須科目の一般問題及び臨床実地問

題に出題できる項目を厳選した．（5）試験委員会

等での使用の便宜も考慮し，邦文・欧文索引など

を充実した．

　5）医科大学（医学部）における医学教育は，

大学の自主性に基づいて実施されているが，医科

大学（医学部）卒業後，医師国家試験に合格すれ

ぽ医師となるのであるから，医師の任務を果たす

のに必要な内容は医学教育に包含されている．一・

方ガイドラインは，医師として医療の場に第一歩

を踏み出す際，少なくとも具有している基本的知

識，技能を項目により具体的に示し，出題委員が

準拠すべきことを出題基準としたものである．こ

れは，卒前教育のすべてを網羅しているものでは

なく，また，卒前教育のあり方及び内容をいかな

る形でも拘束するものではないが，当然のことと

して医師の任務を果たすのに必要な事項を示すも

のである．

　6）今回の医師国家試験出題基準は，医育機関

の意見を踏まえ慎重に作成したもので，「利用に

あたっての留意事項」に従い改定の趣旨に沿った

利用を望むものである．

4．医師国家試験出題基準の利用にあたって

　の留意事項

　本来これは出題にあたって試験委員のためのガ

イドラインであり，大学医学部における卒前医学

教育のガイドラインでもなく，ましてや医学生の

学習指針でもないというのが主旨であった．しか

し，とくに昭和64年版が発表されるや，大幅の改

定でもあってこれに準拠した教科書が出版された

り，大学医学部でカリキュラムが改定されたりし

たのも事実である．

　厚生省のガイドラインの利用にあたっての留意

事項は，次のとおりである．

　全体としては，従来の臨床各科の総論部分を統

合した医学・医療総論と，臨床各科の疾病，治療

などからなる各論で構成されている．

　1）医学・医療総論は，医学・医療に関する基

本的な総論であり，大・中・小項目の形式からな

っている．大項目は中項目を総括する見出し的な

ものであり，小項目は中項目の内容で留意すべき

事項，用語である．

　2）臨床各科の各論については現行の大・中・

小項目の形式を踏襲する．

　大項目

　　臨床各科の各論を構成する大項目は，従来ど

　おり中項目を総括する見出し的なものとする．

　中項目，小項目

　（ア）　臨床各科の各論の治療・保健管理部分以

　　外の中項目は原則として疾患名，症候群名を

　　掲げるものとし，小項目の内容としては，と

　　くに下記のa～nについて標準的な学生用教

　　科書に記載されている程度の知識を要求する

　　ものとする．

　　a定義（概念等），b病因（原因等），　c疫学，

　　d病理，e病態生理（生化学等），　f分類（種

　　類等），9症候（症状，徴候等），h検査，　i

　　診断（鑑別診断），j合併症，　k治療（処置，

　　管理等），1予後，m予防，　n社会医学的事

　　項

　　　ただし，臨床各科の各論の治療，保健管理

　　部分，公衆衛生各論，放射線科各論，精神科

　　各論皿いわゆる内因性精神病の大・中・小項

　　目については，医学・医療総論の大・中・小

　　項目の構成と同じとする．

　（イ）　小項目は中項目の疾患名，症候群名のう

　　ち，より詳細な知識を要求する場合に設けら

　　れる．更に留意事項がある場合には，括弧書

　　きで例のように記載される．

　　（例）

　　　　　中項目　　　　　小項目

　　A　心房中隔欠損　　f分類　k治療

　　　　　　　　　　　（手術適応，手術術式）

　3）大・中・小項目で求める知識の内容は，い

ずれも医師になるにあたって具有すべき基本的な

もので，学部教育の対象とされているものであ
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表2試験委員の数の変遷

昭和60年第79回前
｝昭和6・年第79回一昭和63年第8・回1

平成元年第83回以降

一般問題　　　　　　　　名

　　内　科　　　　　　　8

　　外　科　　　　　　　7

　　産婦人科　　　　　　5

　　小児科　　　　　　　3

　　公衆衛生　　　　　　4

　　内科系選定科目　　9

　　外科系選定科目　　12

小　計 48

臨床実地問題

　　内　科

　　外　科

　　産婦人科

　　小児科

7

4

2

2

小　計 15

内　科

外　科

産婦人科

小児科

公衆衛生

内科系選定科目

外科系選定科目

名

18

12

7

7

5

15

20

　　　　　　　　名
医学・医療総論　　10

内　科　　　　　　18

外　科　　　　　　12

産婦人科　　　　　　7

小児科　　　　　　　7

公衆衛生　　　　　　6

内科系選定科目　　10

外科系選定科目　　12

合　計 631 84 82

注）試験委員長および副委員長は除く．

る．従って，専門医に求めるような詳細かつ専門

的知識内容ではない．

　4）医学・医療総論のW予防と健康増進・管

理，IX医療総論については，内容の多くが従来の

公衆衛生からまとめられたものである．また，臨

床各科の各論の小項目の「n社会医学的事項」

は，公衆衛生学的な面から医療を取り巻く社会的

問題と医学とは不可分であるという観点から，新

たに設けたものである．

　また，医学各論（内科・外科・小児科）の構成

については，将来，すべての臨床各科の枠の撤廃

を目指したものであって，中項目にある疾病等に

ついては，当然のことながらその内容も年齢，性

によって大きく異なるものであり，内科的，外科

的，小児科的なそれぞれの視点に立って医師国家

試験に出題されるものである．

　5）「※印」は精神科，皮膚科，放射線科，整

形外科，耳鼻咽喉科，泌尿器科及び眼科の各論の

中で内科，外科，産婦人科，小児科および公衆衛

生と重複する項目の他，とくに重要と思われる項

目を中心に付した．これらの項目は，一般問題，

臨床実地問題として随時出題することができる．

　6）「○○○参照」を明示して全体的バランス

と各部分の関連をより明確にしてある．

　用語や構成については，臨床各科等で慣習的な

形式や用語等の用い方があったが，それらを配慮

しつつ，統一・併記等を行い，全体的バランスが

取れるようにできうるかぎりの配慮がしてある．

　7）「索引」には，「邦文索引」および「欧文索

引」を設け，用語の統一などの使用上の便宜を図

ってある．

5．医師国家試験の試験委員と出題

　第79回から必須5科目の試験委員が38名から49

名に増員されただけでなく，選定科目も21名か

ら，実際に出題科目として選定されない5科目を

含めて7科目各科から5名の35名となり，合計84

名となった．

　平成元年第83回からは医学・医療総論に10名が

新たに加わり，公衆衛生に6名，内科系選定科目

に10名，外科系選定科目に12名と，合計82名（以

上いずれも試験委員長および副委員長を除く）と

なった（表2）．

　試験委員は全国大学医学部教員がもっとも多

く，臨床研修指定病院と日本医師会から若干名

が，氏名を公表され，それぞれ公平に2年の任期


